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所 感

明けましてお目出度うございます。診断協会 京都支部 の機

関誌「診断京都」の誌面をおかりして,年 頭の御挨拶を述べるこ

とができますことは,私 の甚だ喜びとするところであります。

昨昭和45年の後半におきましては,高 度成長を続けていた我

国経済にも停滞の色がではじめ,特 に中小企業にはその影響が

強く現われ,苦 境に陥った中小企業が数多く発生したのであり

ます。即ち経済状況が悪くなると,最 先に悪影響をうけるのが

中小企業であり,良 くなってもその好影響がなかなかめぐって

社団法人 中 小企業診断協会会長
参  議  院  議  員  川   上   為   治

来ないのが中小企業であります。

中小企業は,生 産力,販 売力,人 口等いろいろな面で大きな

比重を占めておりますが,政 治力が 弱い欠 点を持っておりま

す。中小企業の力を結集して政治力を強め,こ れに診断士の皆

様方による診断,指 導,育 成が加わり,中 小企業が大いに繁栄

するように努めて頂くことを念願して,新 年の御換拶といたし

ます。                   ‐
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輝やかしい1971年の新春を迎え,謹 しんで会員各位のご健勝

とご繁栄をお祝い申し上げます。新春の経済界は貿易規制,特

恵関税制度,公 害対策,中 小企業の近代化,労 lal力の充足等々

の課題をかかえて71年を迎えました。その何れもが内憂外忠の

重要問題でありまして徒然として黙視できない焦眉の緊急事で

あります。即ち60年代は経済の高度成長期であり昭和元禄とさ

え謳歌されたのでありますが,70年代は既に抱弾のない経済戦

争に突入しつつあることは誰しも認 め るところでありましょ

う。そして70年は作戦の年とすれ ば71年は突撃実行の年であ

り,こ の戦いの庭に駒を進めた企業は何としても最後の栄冠に

勝関きを挙げなければならないのであります。この激しい経済

環境に対処するための影響は大企業は勿論,こ れを支える中小

企業にもその環境は急速に厳しさを増して来るものと覚悟せね

ばならないのであります。此の秋に際して我 診々断士はその本

来の使命ある官庁診断の協力機関に廿んずることなく 「個別診

断は民間診断士の手で」という中小企業庁当局の意向を体して

会員各自は実践的な知識の向上を計るべく日夜研さんすること

を怠らず以て中小企業の方 が々この経済競争裡の落伍者となら

ないように指導育成することが経営コンサルタントの責務では

ないでしょうか。即ち中小企業 は小廻 りのきいた経営ができ

京都支部長 中 谷 弥 太 郎

る,企 業管理の為めの費用が安くて済む,低 賃金で豊富な労働

力を利用できると云 う従来の中小企業特有の利点は環境の急変

と共に肖」減されんとしておるのでありますからその古い考えか

ら早く脱皮して高い生産性と優秀なf/t術力を収得した工業の近

代化を図り,ま た大型化せんとする卸小売業の環境の変化に対

処する方策を講じ,更 に商工業を通 じての労働不足を克服し

て,先 進国コ!の中小企業に成長するように指導育成することは

我々に課せられた急務ではないでしょうか。過般来からこれに

こたえるべく独立した自由職業としての資格 を獲 得するため

「診断士法」の制定を要望する声 が あがっているのでありま

す。此の際会員各自は一層自重して地位の向上を図り与えられ

た官庁診断唯一の民間協力者としての使命を達成すると共に他

面職域の擁護と拡張に努め,中 小企業のよき相談相手として活

やくせられんことを切望してやまない次第であります。

年頭に際して柳か所信を述べまして想を新にして微力ながら

業界の発展に全力を尽くしたいと考えておりますが何と申しま

しても支部の活躍は皆様方のご協力によってのみ,そ の目的を

達成することができるのでありますから今年は一層のお力添え

をお願い致します。終りに臨み会員各社のご繁栄とご多幸をお

祈り致しまして年頭のご挨拶と致します。

旦一五

O診 断京都への原稿をお送 り下さい。

会員相互の研究,知 識交換のため,外 機関誌へのご投稿をおねがいいた します。診断

体験,事 例,研 究発表,随 筆何でも結構です。 しめ切 りは特にもうけませんので,い

‐ つ でも支部宛お送 り下 さい。

O更 新登録をお忘れな く

更新の期 日は, 2月 1011です。お忘れなきよう早い目に提出して下さい。詳細は 3頁

をごらん下さい9
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新 春 に あ た っ て

昭和46年の新春を迎えられ,心 からお慶びを申し上げます。

中小企業診断協会京都支部の皆様には,常 ,々府 下の中小企

業の指導,育 成のために,ご 尽力をいただき,ま た,本 府の診

断指導事業についてもご協力をいただき,こ の機会をかりまし

て,心 からお礼申し上げます。

'70年
は, わが国の政治, 社会,経 済面で激動の年といわれ

ていましたが,経 済面では,昭 和40年秋以降上昇過程を続けて

きた景況は,金 融引締めの影響をうけて,遂 に9月を境いとし

て転換局面に入り,10月 には本年最 高 の倒産件数をかぞえる

等,企 業をとりまく環境は極めて厳しい状況に推移してまいり

ました。

一方,米 国の繊維製品輸入規制を始め,日 本製テレビ, コン

デンサーに対する関税評価差し止め措置等,対 米 貿易 を中心

に,46年 は困難な局面を迎えることが予想され,加 えて,早 や

ければ, 4月 に予定されている特恵関税供与による国内産業に

対する影響,貿 易の自由化等による影響,ま た,国 内的には,

京都府立中′J企ヽ業総合指導所

所 長 友  野  理

最近,急 速に関心の高かまってきた公害問題等 ,々企 業をとり

まく経済の嵐は,今 後,一 層し烈さを加えて行くものと思われ

ます。とくに,経 済的基盤の弱い中小企業にとって,こ の嵐は

直接,企 業の根底をゆすぶろうとさえしています。中小企業が

このような経済情勢を正しく理解し,時 代に即応した新しい経

営,経 営を力強く推し進めて行くための組織化の方向等 ,々今

日ほど,中 小企業がみずからが,そ の英智を結集させることを

要請されるときはないと思います。

この困難な内外の経済環境のなかにあるや小企業に対し,進

むべき方向を示し,指 導育成にたずさわっておられる中小企業

診断士の皆様方のお仕事は,経 済情が困難であればある程,そ

の責務は大きく,ま すます重要性を もつ ものであると思いま

す。

新春にあたりまして,皆 様方のご健康とご多幸をお祈りし,

今後とも,中小企業を守り育てるために,診断,指導を通じギ

活躍されますようお願いしてごあいさつといたします。

平

V

V

業
士陥

断
中
診 登 録 更新 は2 月 1 0 日 まで に

中小企業診断士登録更新については,す でに支部より各先生

方に送付されており省今改正により申請期間が 1月 1日 より2

月10日までとなり,申 請様式を変更されましたので,期 間内に

所要事項を記入のうえ登録されますようご留意ねがいます。

I 提 出書類

1.研 修修了者…認定申請書 ・修了書各2部登録証

2.論 文審査によって合格された方…申請書論文審査合格

証各2部 ,登 録証

3.診 断実績のある方…申請書,診 断実施機関の長の推せ

ん状各2部 ,登 録証

新規に登録される方

1.中 小企業診断士試験合格者…申請書,履 歴書, 2次試

験合格証,実 習修了書または実務に10回

以上従事したことを証する書面の写し各

2 部

亜 提 出先 各 所属地の府県知事経由のこと。

京都府在籍の方は,下 京区西七条八幡町31

京都府立中小企業総合指導所

総務課 TEL(312)233_1
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一年前の今頃, '70年代の幕あけということで! ゃれ脱工業

化社会だ,情 報化時代だ,そ れシステム化時代だとジャーナリ

ズムが一せいに喧伝し,わ れわれも,何 か世の中が一夜にして

変わるような錯覚におち入ったことを,今 思いだしても苦笑せ

ざるを得ない。昨年一年を省りみても,金 融引しめの中小企業

への波及,企 業の公害責任問題,人 手不足,人 件費高騰と,ど

れをとっても冷静に考えておれば当然予想されたことで起るべ

くして起ったにすぎない。しかるに,あ たかもこれらの局面が

一変するような幻想をいだかされ,み ごとな錯覚であった。

さて, '71年の始めにあたり, 今年は冷静に本市中小企業の

ここ数年を振り返えってみたい。一般的には中小企業の立場は

資本不足,大 手不足,収 益不足など年々その厳しさを増し,経

営は苦しくなって来ているといわれる。 た しか にそのとおり

で,わ れわれの前から姿を消していく企業は毎年 2, 3に とど

まらない。しかし,一 方,こ こ数年で急速に成長を遂げ,す っ

かり力をつけてきた企業もまた2, 3に とどまらない。一梓の

成長企業と平均的企業の格差が著じるしい。具体的な数値でい

えば,4,5年 前まで従業員1人あたり月間粗付加価値10万円

が製造業では目標とされ,こ れを越す企業は非常に付加価値生

産性の高い企業とされていた。そしてその数はチラホラ,し か

もそれほど抜きん出るということもなかったが,こ れが昨今24

万円ときには30万円を越す企業もみうけられるようになってき

た。ほんの数年前まで ドングリの背くらべのように一線に頭を

そろえていたのが,こ こ4,5年 のうちにかなり大きな差がつ

いてしまったように思われる。そもそもこの差はどうして生じ

たのであろうか。まず,当 然ながら成長業種であったというこ

とが欠かせない。しかし,そ の成長業種全員が,同 じように高

京 都市 中小企業 指導所

所 長 買    秀

付加価値を誇っているわけでもなく,同 業種でも今だに10万円

そこそこという企業も数多く見うけられる。同業種間の中での

格差が最近の特徴である。そこで,結 局この差を差ぜしめたも

のは,資 本力と技術力であろう。資本力は中小企業のウイーク

ポイントとして衆知のとおりでさほど差がないとされてきた。

しかし,最 近のように収益の差がますます広がれば,内 部留保

による設備投資の差にも影響してこよう。次に 技 術力はどう

か。私はこの力の差が,現 在みられる企業の差となったものと

思われる。なるほど,技 術といっても,新 製品,新 技術の開発

といった日を見張るようなものは少なく,こ こでは一応それは

おくとして,一 般に,あ の企業が技術が秀れている。あるいは

品質が秀れているといった類の技術である。現在,わ れわれの

目にとまる高付加価値生産性の企業は,頭 を一線に並べていた

数年前からすでに,精 密板金の能力を高く評価されていたり,

また,む つかしい組立を得意としていたりあるいは生産技術が

秀れているなどといわれていた企業である。長年のこれらの技

術の集積が,現 在やっとものをいってきたという感 じである。

そして,こ れらの企業はかつての下詰という形態から脱皮,あ

るいはされつつあるのがうかがえる。また,そ の形態は変わら

なくても,企 業に格段の力がついてきたため,親 企業といえど

も一目おき,な くてはならない存在となっている。私は年来,

中小企業に技術の重要性を主張してきたが,ま ぎれもなく,こ

こにもその一端がうかがえるように思える。

すでに,金 融引しめ緩和がとられており,中 小企業にも徐々

にその効果が現われてくるだろうが,こ こもうしばらく慎重な

経営態度を望むとともに,さ らに一層技術の重要性を主張し続

けたい。

企 業 の 成 長 と 技 術

音
円
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昭和 4 5 年 度 第 2 回 全 国診 断 研究 会

(4)民 間

(5)中 小企業庁

(6)通 商産業局

72

11

17

高+      463

(出席者名簿による)

長 野 市 にお い

去る10月21日から3日間にわたり,長 野県勤労者福祉センタ

ーにおいて昭和45年度第2回全国診断研 究会 が開催されまし

テこ。

京都支部からは,中 谷支部長,荒 尾副支部長,中 村(貞)常任

理事が参加出席,関 係官庁,協 会本部,他 支部の参加者と連絡

変歓をはかりました。

本年の出席者は,次 のとおりでした。

(1)都 道府県市 3544乙

(2)中 小企業振興事業団   6

(3)中 小企業診断協会    3

て開催 され る
°

大学商学部助教授,江 波戸昭氏の 「諏訪地区精密工業の成立基

盤」の2つの記念講演があり,い づれも有益な内容でした。

第2日は分科会が長野国際会館で行なわれ,研 究発表と討論

が活ばつに終日つづきました。

第 3日は工場見学が,富 士通働長野工場とみすず豆腐閣の2

企業について行なわれました。

尚,前 記の来年度中小企業政策の重点を要約してみますと次

のとおりです。ご参考にしていただきたいと思います。

① 中 小企業振興事業団融資の大巾拡充等

② 中 小企業金融の円滑化

③ 中 小企業関係税待1の整備

④ 業 種別構造改善対策の推進

⑤ 下 請中小企業振興策の強化

⑥ 特 恵対策の実施

② 中 小企業公害対策の拡充

⑥ 小 規標企業対策の強化

③ 中 小商業の近代化

⑬ 技 術対策の強化

① 中 小企業1青報化対策,指 導事業の強化,組 織化の推進

② 施 策普及 ・調査の充実

来年度の研究会は,愛 媛県松山市で行なわれます。大分先の

ことですが,会 員諸氏も,で きるだけご参加下さるようおすす

めいたします。

社団法人 中 小 企 業 診 断 協 会

3.協 会会費未納の金額は,弔 慰金額か ら差 引くものとす

る。

4.支 部 (支会)に おいて,該 当者が発生したときは,速 や

かに立て替え支出して本部に請求し,本 部は当該金額を支

部 (支会)に 支出するものとする。

附則 こ の要領は昭和45年4月 1日から適用するものとし,こ

の要領制定前に該当者のある支部 (支会)は ,追 贈の措置

をとるものとする。        ‐

▼

各日の日程は,あ らまし次に記すとおりでした。

第 1日は総会で,午 前中は,

「これからの中小企業のあり方について」

中小企業庁次長   外 出  弘 氏

「中小企業指導事業の方向について」

中小企業庁指導部長 小 斉  弘 氏

両氏の講演があり,昭 和46年度の中小企業政策の重点や関係予

算の概要について発表がありました。午後は,三 菱総合研究所

常務取締役である荘田勝彦氏の 「情報化時代の経営」と,明 治

1.会 員の物故者に対する弔慰金贈皇は,こ の要領によるも

のとする。

2.弔 慰金は遺族に贈塁するものとし,そ の金額は次による

ものとする。

入会後 3年 以下の場合

″  3年 を越え5年以下の場合

″    5   ″    10     ″

〃   10  ″   15    ″

″  15年 を越える場合

弔 慰 金 贈 呈 要 領 ( 昭和4 5 年9 月1 2 日制定)

5,はЮ円

1軌000円

2α lXXj円

25,000Pl

3,000円
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1 9 7 1 年 元 旦

( 社) 中 小 企 業 診 断 揚 会 京 都 支 部 有 志

荒 尾 義 晴

京都市下京区下魚棚通堀川西入
TEL 341-5 3 3 1 個

黒  川   倉   市

京都市中京区堺町通二条下る杉屋町
641番地 TEL211-6010

中 谷 弥 太 郎

京都市下京区東洞院通五条上る

TEL 351-8449 ・ 2140

中 村 貞 次 郎

京都市右京区西院三茂町20

TEL 311-2656(内 ～8

出 井 敏 夫

京都市中京区竹屋町通富小路東入

大炊町365のl  TEL盆 iモ83,

大   木     勇

京都市東山区岡屋町通五条下る三丁目
TEL 561-6 1 7 1ハ ▼3

大   木     徹

京都市東山区問屋町通五条下る三丁目
TEL 561-7  3  2  8

― 大   木    博

京都市東山区岡屋町通五条下る三丁目
TEL 561-6 1 7 1⌒ V3

大 幡 義 夫

京都市下京区黒門通五条下る
TEL 351-2552 ・  6860

片 岡 憲 男

京都市中京区室町通三案下る烏帽子

黒 崎 徳 之 助

京都市上京区智意光院通丸太町下る三
筋目東入主税町   TEL801 05011「0

近 藤 正 夫

京都市左京区聖護院山王町25
TEL  771-2  5  8  0

下ろ 瓦蕊
I  T E L 凱

卜1 9 7 8

島 津 清
一

郎

京都市下京区堀川通六条下る元日町
11番地 TEL  881二な:38

中 野 善 蔵

京都市上京区西日本通九太町下る
4丁日      TEL811-8732・2750

菱 田 多 一 郎

京都市中京区上押小路通御前東入

TEL  802-0321個 -8

広 瀬 来 三

京都市中京区烏丸通二条下る西側
lI】し  222-1  0  7  5

堀 村 清 蔵

京都市下京区西洞院通正面下る

鍛治屋町   TEL361セ 45511S

柴 垣 秀 雄

1  京 都市左京区下鳴水口町31の 2

I  T E L  7 8 1 9  5  9  6

1喩
電I,L 241-3361 ・  3362

出 下 藤 三 郎

京都市中京区六角通堀川束入越後町
189番地    TEL221 7411～ 4

山 本 淑 郎

京都市北区堀川北大路上る西入
lI】し  491-4  9  5  7

屋町483 TEL2そi素ホ緋

川   田   重   之

京都市伏見区深草開上回町19番地

lI】し 641 - 7 8 1 8

中 塚 政 計

京都市右京区西院西平町2番地
TEL  312-0  5  2  5

吉 村 卯
一

郎

京都市上京区五辻通千木西入風
呂屋町58希地  TEL461 1872

久 保 文 男

(通称 文  人 )
京都市中京区室町通夷川 Lる鏡屋町
36の2呑地   TEL 231 0 4 0 3

中  村   外   之

京都市下京区宮小路通松原下る
4rEL 351-1450 ・ 5230

和  田   忠   儀

京都市下京区河原町通六条下る

T E L  3 8 1 露3 ▼岳
( 五十 音 順)
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支 部 規 約 に つ い て

当支部も設立以来11年余になりますが,支 部規約をお持ちの

方が少ないようですので,こ の機会にあらためて,そ の全文を

掲載させていただくこととしましたからごらん下さい。尚,こ
の規約は設立当初のままで,時 代に即応して改善して行くべき

点もあると考えられますので,お 気付の点を,ど うか支部まで
ご連絡下さいますようおねがいいたします。

(社)中 小企業診断協会京都支部規約

第1条 当支部は社団法人中小企業診断協会京都支部と称す
る。

第2条  当 支部は主たる事務所を京都市に問く。
当支部は理事会の議を経て必要の地に支会を置くこと
ができる。

第 3条  当 支部は本部の会員にして京都府及び滋賀県内に住所
または勤務先を有する者を以て会員とする。

、ン第4条 説秀撃婆参君懇号P及
び事業方金|に基き会員のために

1.会 員の研修及び研修のための診断。
2.会 員の診断業務の斡旋。
3.診 断に関するP・ R。
4.診 断指導に必要な資料の作成及び頒布。
5.講 習会及び講演会の開催。
6.関 係官庁及び関係団体との連絡並びに協力。
7.会 員の懇親。
8.そ の他必要と認められる事業。

第 5条  当 支部に次の役員を置く。
支 部 長    1 名
副支部長    3名 以内
理  事     20名 以内
監  事     3名 以内
理事のうち常任理事若干名を置く。
支部長,副 支部長及び常任理事は理事の互選により選
任する。

第6条 理 事及び監事は総会に於て会員の中から選任する。
第7条  支 部長は当支部を代表し会務を総理する。

副支部長は支部長を補佐し友部長事故あるときはその

職務を代理する。
常任理事は常任理事会に参加し常務を処理する。
理事は理事会に参加し会務を審議決定する。
監事は当支部の業務及び財産の状況力監査する。

第 8条 役 員の任期は就任後第 2回 日の通常総会終了の日まで
ヽン    と する。但し再選を妨げない。

補欠の役員の任期は前任者の残任期間とする。
第9条  当 支部に顧問及び相談役を置くことができる。

顧問及び相談役は理事会の議を経て支部長がこれを委
嘱する。

第10条 当 支部は第4条に規程する事業の円滑な運営を図るた
め必要な委員会及び部会を置くことができる。
委員会及び部会の種類構成その他運営に関する事項に
ついては理事会に於て決定する。

第11条 当 支部の経費は次の収入を以て支弁する。
1.会 費交付金。
2.業 務斡旋手数料。
3.寄 附金その他の収入。

第12条 当 支部の会議については次の本部定款の規定を準用す
る。
1.会 議は総会,理 事会及び常任理事会とする。
2.総 会は通常総会及び臨時総会とし,通 常総会は毎

事業年度 1回,臨 時総会は必要があるとき理事会
の議決を経て支部長が招集する。

3.総 会を開催するときは少なくとも開催期日の1週
間前までに日時,場 所及び会議の目的たる事項を
記載した書面を以て会員に通知しなければならな
い 。

4.総 会は全会員の3分 の1以上の出席がなければこ

れを開くことができない。
但し委任状による出席及び議決権の行使を認める
ことがてきる。

5.経 会の議長には支部長がこれに当る。
6.総 会の議決は出席した会員の過半数の同意を以て

し,可 否同数のときは議長 の決するところによ

る。
7.総 会の議事録は議長が作成し少なくとも次に掲げ

る事項を記載して署名委貞2名が署名捺印しなけ

ればならない。
一,開 会の日時及び場所
二,会 員数及び出席者数
三,議    案
四,議 事の概要

8.友雇措予暑豊裟宿懲曇蕗塾陵警経なければならな
一,規 約の変更
二,年 度事業計画及び収益予算
三,年 度事業報告及び収支決算
四,会 貞の除名

9.基望公紫器需含塁全基佑轟負訟漁皇霊賓衰看れに
当る。

10.理 事会及び常任理事会の議決は出席した理事また

は常仕理事の過半数でこれを行なう。
11.次 に掲げる事項は理事会の議決を経なければなら

ない。
一,総 会に提出する議案

12.格在墾讐委終曇駿須撞冒た皇予香弓編項第11項の
規定による事項のうち緊急を要する事項について

13.零 啓塗雪基盈登事会より委ねられた事項を決定し

第13条 当 支蔀占基鼻溝毒合傘藩淡宏象品建象2抗 建を鋒用す

景
°

当支部の資産は支部長がこれを管理し,そ の方法

2.支稀賓念雪要拳違唇擢'た次に掲げる書類を作成
一1圭 異銘魯に

事に提出しなければならない。

三;答藩持晶裏
ュ
四
麓 善策を霊蟹r翻る岳警裳蔀皇議

4.暑皆魯に敬督魯縁畳を整香粒得ダ象轟響猪聡静粛
5.骨魯旨を潜者伊度ヤま毎年4月1日に始まり翌年3第14条
 テ
支
賢昏参岳暑母

によって解散する。

8岳愛 醤曇魯晏雪暑どを暑曇曾暑倉雪暑脅告書岳Fい
ては総

霊索唇娩聾是螢審掛
禄

定は常任理事会の議を経て支部

本規約は昭和43年8月12日より施行する。
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③ 連 絡 メ モ

○ 診 断士の登録更新について

本号で3頁 に掲載させていただいたとおり, 登録更新の申請は 1月 1日から2月 10日まで

となって居 りますので,お 忘れないようにして下さい。

○ 本 年度の事業計画と実施状況は次のとおりです

1.中 小企業診断士更新登録研修の実施  本 年 8月 に実施完了いたしました

2.支 部機関紙 「診断京都」の発行  今 回発行いたします

3.関 係官公庁との連絡協調,会 議等への出張  適 時実施して居 ります

4.支 部会員名簿の発行  さ きにおわたしさせていただきました

5.オ ー トスライ ド使用による会員相互の診断の研究

6,オ ー トスライ ド使用による企業体の視聴覚教育の普及

7.参 考資料の配布

8.会 員相互の連絡と親睦

③ 編 集 後 記

○ い ろいろな都合で発行がおくれたことをおわびいたします。 今 後は予算の許すかぎり発行回

数をふやして行きたいと思います。

○ 末 筆乍ら, ご寄稿賜わ りました川上会長先生, 京都府 ・京都市両指導所に厚くお礼申し上げ

ます。 ま た年賀広告にご協力をいただきました会員の方々にも,本 当にありがとうございま

した。

○ 本 号は規約 ・規程などのご紹介で紙数がなくなりましたが, 次号からは実務記事をのせて行

きたいと思いますので, ご協力方よろしくおねがい申し上げます。

編集委員  荒 尾 義 晴 ・久保 文 男 ・和国 忠 儀

診 断 京 都 ( 第3 巻第1 号)
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